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第３次行財政改革計画の取組結果（平成 20 年度） 

Ⅰ ５つの実行 

１．市民ニーズをしっかりと把握します。 

１－１ 積極的でわかりやすい情報提供 

ア 情報提供の 

  充実 

 

◇市ウェブサイトにおいて情報分類の見直し・整理を行うなど、コン

テンツの内容充実を図り、より使いやすいホームページづくりをす

すめました。 
 
◇区ホームページにおいても、レイアウトの見直しや掲載記事数の増

加など、各区がタイムリーで分かりやすい情報提供に努めました。

イ 総合案内 

機能の充実 

 
◇市民からの電話などでの問合せに応じて市政情報を提供する総合的

な窓口として、平成 20 年 2 月に開設したコールセンター「名古屋お

しえてダイヤル」の本格的な運営を開始しました。 
 

◇上下水道局のお客さま受付センター「名水ダイヤル」では、引き続

きワンストップサービスの推進、ＩＴ技術を活用した迅速な対応な

どによるお客さま満足度の向上に努めました。 

１－２ 市民ニーズを把握する調査の充実 

ア 市民の意識 

  調査の充実 

 

 
◇平成 19・20 年度に実施した「市政世論調査」、「市政アンケート」、

「ネット・モニターアンケート」について、平成 21 年 3 月末現在の

施策への反映状況を調査しました。 

イ 地域の意見を

吸収する連絡

体制の充実 

 
◇「学区担当制」などによる職員の各種地域行事への参加や、区民へ

のアンケートの実施などを通じて、地域意見の集約、区政情報の周

知を行い、区政運営への反映に努めました。 

 

２．市民の皆様とともに市政をすすめます。  

２－１ 市政への市民参画の推進 

ア 市民参画の 

  機会拡大  

 
◇「市政出前トーク」への参加を促進するために、引き続き市民によ

り身近なテーマの充実を図りました。 
 
◇パブリックコメントを実施し、市民の皆様から寄せられたご意見を

10 件の計画等の策定に反映しました。 
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イ 審議会委員

への公募制

の導入推進 

 
◇引き続き 19 審議会において公募制を導入しています。 

２－２ 市民との協働によるまちづくりの推進 

ア 協働による 

  まちづくり

の推進  

 
・安心・安全で快適なまちづくり 

◇安心・安全・快適まちづくり活動補助金の交付を始め学区が主体的

に取組むイベント、キャンペーンなどを引き続き支援しました。 
 

◇路上禁煙地区（名古屋駅・栄・金山・藤が丘）において、路上禁煙

等指導員によるパトロールを毎日実施し、路上禁煙の徹底に努める

とともに、各種イベントにおいて啓発活動を実施しました。 
 
◇空き缶などの投棄を防止するため、引き続き、ポイ捨て防止パトロ

ールを実施するとともに、名古屋クリーンパートナー活動を通して、

ポイ捨て物の回収活動及びポイ捨て禁止の啓発活動を推進しまし

た。 
 
◇地域住民との協働により、引き続き犬のふん害防止の巡回パトロー

ルを行いました。 
 

◇“全市一斉クリーンキャンペーン・なごや 2008”において、らくが

き消し活動などを実施、支援しました。 
 
◇水道メータ検針員が検針時に防犯腕章を着用し、地域における街頭

犯罪の防止に寄与する取組みを引き続き実施しました。 
 
 
 
・区民との協働まちづくり 

◇区民と区役所が協働で、区の個性を伸ばすまちづくり事業など 92 事

業を実施しました。 
 
 
 
・地域で支えあう福祉の仕組みづくり 

◇福祉のまちづくりリーダーの養成や地域福祉型福祉事業への助成を

引き続き実施しました。 
 
◇名古屋のびのび子育てサポート事務局支部を 4 支部から 8 支部へ拡

充しました。また、会員数や活動件数も増加しました。 
 
 
・緑豊かなまちづくり 

◇「なごや東山の森づくり」においては「なごや東山の森づくりの会」

の育成支援などを、「なごや西の森づくり」においては植樹祭を開催

するなど、引き続き市民・企業・行政の協働による森づくり活動を

行いました。 
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・防災協働社会の構築 

◇災害発生時における地域の自主的な安否確認、救助、避難支援など

について、市民の方にあらかじめ取組んでいただく「助け合いの仕

組みづくり」の広報及び支援を行いました。 
 

◇協働による防火防災事業や防災安心まちづくり強化推進学区事業を

引き続き実施するとともに、「地域防災協力事業所表示制度」を創設

し、大規模災害時における地域と事業所との支援協力体制づくりの

推進を図りました。 
 
◇地域の方々と協働して、引き続き地下式給水栓の操作や下水道直結

式仮設トイレの設置訓練を実施しました。 

イ ＮＰＯ・市

民 と の 協

働・連携の

推進 

 

◇なごやボランティア・ＮＰＯセンターの運営、ＮＰＯ活動支援施設

の提供を引き続き行いました。 
 
◇ＮＰＯと協働して、平成 20 年 4 月に施行した「なごや子ども条例」

のＰＲや「子どもの総合計画（次期名古屋市次世代育成行動計画）」

の策定に向けた意見聴取の活動を行いました。 
 
◇「ばすちか‘お助け’ボランティア」の活動を引き続き行い、地下

鉄駅や市バスターミナルで、高齢者の方などの荷物の運搬や乗り換

えの案内などをお手伝いいただきました。 
 

３．行政評価を行い、市政を点検します。 

３－１ 行政評価の実施・活用 

ア 事務事業 

  評価の継続 

  実施 

 
◇平成 17～19 年度の外部評価結果をふまえ、改革改善の取組状況の点

検などを行い、市ウェブサイトなどで公表しました。 
 

◇企業局（上下水道局・交通局）においても、過去の評価結果を基に抽

出した事務事業を対象に改めて評価を行い、局ウェブサイトなどで公

表しました。 

イ 事前評価の 

  検討・導入 

 
◇他都市の状況等の調査をすすめ、本市にとって効果的な方策につい

て、引き続き検討しました。 
 

４．低コストで良質なサービスを提供します。 

４－１ 計画的な定員管理 

ア 定員見直し

の推進 

 
◇平成 21 年度において、事務の簡素化・集約化や委託化・嘱託化を推

進することなどにより、職員数 575 人の純減（予算定員 467 人、派

遣職員 108 人）を実施しました。 
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イ 定員管理 

手法の改善 

 
◇計画の成果目標（職員数 2,300 人以上の純減）の達成に向けて、平

成 19～22 年度の 4年間トータルの定員配分を決定し、その間の柔軟

な定員配置を行う「複数年度にわたる定員管理」を引き続き実施し

ました。 

４－２ 公共サービスの改革 

ア 事業の廃止 

・民営化 

イ 事業の民間 

  委託 

 

◇公的関与のあり方に関する点検指針に基づき、事務事業評価の結果

を活用するなどして、民間委託などを始め、以下のような取組みを

行いました。 

・公用車運転業務の嘱託化の拡大 
 
・保健所検診業務の民間委託化の拡大 
 
・社会福祉施設で炊事業務の民間委託化 
 
・土木事務所補修作業の民間委託化の拡大 
 
・学校用務員と給食調理員の嘱託化の拡大 

ウ ＰＦＩの 

  導入推進 

 
◇鳴海工場の建設工事を引き続き進めるとともに、守山スポーツセン

ターについて、ＰＦＩ手法による指定管理者選定及び指定を行いま

した。 

エ 市場化テス

トの導入検

討 

 

◇国や他の地方公共団体の動向を注視しながら、引き続き導入につい

て検討を進めました。 

４－３ 外郭団体等の改革 

ア 外郭団体へ

の関与の見

直し 

 
◇「外郭団体のあり方」において、補助金や人的支援など市の外郭団

体に対する関与の考え方を整理しました。 

イ 外郭団体の

自主的・自

立的な経営

改善の促進 

 

◇外郭団体が策定した経営改善計画の進捗状況、取組内容、各団体の

正規職員の給与情報などを「名古屋市外郭団体の概要（平成 20 年 

度）」にまとめ、市ウェブサイトなどで公表しました。 

ウ 地方独立行

政法人の経 

営改革の推

進 

 
◇名古屋市公立大学法人評価委員会において、公立大学法人名古屋市

立大学の平成 19 年度の業務実績に関する評価を行うなど、適切な進

行管理を実施しました。 

４－４ 公の施設等の見直し 

ア 公の施設の 

  見直し 

 

◇本市の施設のあり方などについて検討し、現段階における施設ごと

の方向性及び取組みの考え方を取りまとめ、市ウェブサイトなどで
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イ 公の施設以

外の施設の

運営改善等 

  

公表しました。 
 
 

◇施設のあり方や運営主体などの見直しについて、以下のような取組

みを行いました。 

・幼稚園（1施設）の廃園 
 
・公設市場（2施設）の廃止 
 

また、民間移管を計画している公立保育所（3 施設）について、保

護者などへの説明及び移管先法人の選定（2施設）を実施しました。

４－５ 公共施設の管理手法等の改善 

ア アセットマ

ネジメント

システムの

導入 

 
◇「名古屋市アセットマネジメント基本方針」を策定し、市ウェブサ

イトで公表しました。 

イ 公共工事の 

  コスト縮減 

 

◇建設系 5 局（環境局・住宅都市局・緑政土木局・上下水道局・交通

局）の発注工事について、引き続き計画・設計方法を見直すなどコ

スト縮減に努めました。 

 

５．迅速で便利なサービスを提供します。 

５－１ 区役所の改革 

ア 区役所改革 

基本計画の 

策定・推進 

 
◇区役所の更なる改革を推進し、地域の総合行政機関としての機能強

化を図るため、平成 21 年 1 月に「新たな区役所改革計画案の骨子」

を策定し、市ウェブサイトなどで公表しました。 
 

◇各区において「区政運営方針」を策定し、自主的な取組みを進める

とともに、戸籍事務の電算化、通年での日曜窓口の開始、地下鉄駅

での取次ぎサービスの拡大により、市民サービスの向上を図りまし

た。 

５－２ 電子市役所の推進 

ア 電子申請シ

ステムの運

用・拡充 

 

◇電子申請システムについて、より一層市民の皆様に利用していただ

けるよう、申込みができる行催事などを拡大するとともに、システ

ムの利便性の向上を図りました。 

イ 市税電子申

告システム

の運用・拡充 

 
◇平成 19 年度に稼動した個人市民税（特別徴収）の電子申告について

積極的に広報活動を行い、利用率向上を図りました。 
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ウ 市民サービ

ス向上・事務

の効率化を

めざした各

種システム

整備 

 
◇戸籍電算システムを北区、楠支所、熱田区、緑区、天白区において

稼動するとともに、西区、山田支所、昭和区、守山区、志段味支所

において戸籍電算化に整備着手しました。 
 

◇市立大学病院と東部医療センター東市民病院との間で、電子カルテ

システムを活用した連携システムの運用を開始しました。 
 
◇建設ＣＡＬＳの運用を開始し、工事及び業務委託において電子納品

を一部実施しました。 
 
◇インターネットによる図書の貸出予約システム稼動のための準備を

行いました。 

エ 内部管理事

務の集約化

等の推進 

 
◇委託可能な給与事務について、業者向けのマニュアルを整備するな

ど、委託化に向けた準備をしました。 

オ 電子市役所

の基盤整備 

 

◇市役所と南陽支所及び南陽図書館の間に光ファイバー網を整備する

とともに、南陽図書館に公共情報端末を設置しました。 

カ 情報システ

ムのコスト

等の検証 

 
◇内部審査と、ＣＩＯ補佐監（情報化推進参与）として委嘱した外部

の専門家による、コストや規模などの適正性の検証などにより、情

報システムの適正化を推進しました。 

キ 電子情報保

護対策の適

切な実施 

 
◇電子情報保護に関する職員研修を実施するとともに、個人情報を取

扱う主要なオンラインシステムのセキュリティ対策について外部検

証を実施するなど、電子情報の安全対策を行いました。 

 

 

Ⅱ 創造的な改革改善に取組む体制づくり・ 

  市民に信頼される市役所づくり 
 

６－１ 改革を担う人材の確保・育成 

ア 人材確保策

の充実 

 
◇学生の就職活動の実態にあわせ、採用に向けた説明会を試験実施の

前年 11 月にも行いました。また、幅広い人材確保のため、民間企業

等職務経験者採用試験を実施しました。 

イ 人的資源の 

  開発・活用 

 

◇新規採用者研修において、研修の時期を前・中・後期の 3回に分け、

それぞれの時期に必要となってくる内容を盛り込むことで、より質

の高い行政サービスの提供ができる職員の育成を目指しました。 
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ウ 団塊の世代

の大量退職

への対応 

 
◇課長級への配置を行うなど再任用職員数を増加するとともに、職場

内研修を通じて保有する知識・技術の伝承を行う意欲のある再任用

職員を知識技術指導員として配置しました。 

エ 新たな評価

制度の実施 

 
◇公正で透明性・納得性の高い新たな評価制度の導入に向けて検討を

進め、さらなる理解を深めるため、引き続き試行を実施しました。

オ 新たな昇給

制度への移

行 

 
◇平成20年 4月 1日から給料表の4分割化、昇給時期の統一化を行い、

新たな昇給制度に移行しました。 

カ 働きやすい 

  職場づくり 

 

◇「名古屋市職員子育て支援プログラム」に基づき、育児休業者の職

場復帰支援研修や新任課長等の次世代育成支援研修を行うなど、職

員の仕事と子育ての両立支援を行いました。 
 
◇職員の健康診断及び事後指導の充実を図るとともに、職場のストレ

ス対策研修等の安全衛生教育を始めとするメンタルヘルス対策を実

施しました。 

キ 職員の意欲

を高める風

土づくり 

 

◇職員の自己啓発支援研修や職員の自信を引き出すことにつながるジ

ャンプアップ研修などの講座の新設、受講者数の増加などを行いま

した。 

ク コミュニケ

ーション環

境の醸成 

 
◇オフサイトミーティングとして「ＰＤＣＡオープンサロン」を開催

し、職員間のコミュニケーションの活性化を高める場を作りました。
 
◇各局区室のトップの職員にインタビューを行い、イントラネットを

使ってその内容を全職員に発信する「職員メッセージ」を、 

引き続き実施しました。 

６－２ 全庁的な改革改善運動 

ア さわやか市

民サービス

運動 

 
◇「さわやかマナー向上月間」を設けるなど「さわやか市民サービス

運動」を引き続き実施し、職員の接遇能力の向上に努めました。 

イ すみやか業

務改善運動 

 
◇業務改善の優秀事例を発表する「なごやカップ」や「草の根業務改

善」など「すみやか業務改善運動」を実施し、各職場における自主

的・継続的な業務改善の取組みを推進しました。 

ウ すこやか風

土改革運動 

 
◇「職場風土改革月間」の取組みを通じて、引き続き職員一人ひとり

の公務員倫理とコンプライアンス意識の高揚を図るとともに、仕事

に対する誇りと使命感を共有できる自律性の高い職場風土づくりに

努めました。 
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エ 新たな改革 

改善の取り

組み 

 
◇交通局では、ISO9001 の認証を取得したモデル営業所・地下鉄駅及び

本庁関係職場において定めた品質マネジメントシステムを実行し、

接客サービスの向上を図るとともに、ISO 認証取得を契機とした取組

みを展開しました。 
 

◇上下水道局では、お客さまサービス向上運動の展開やアメンボネッ

ト（「お客さまの声」集約・発信システム）を活用したお客さまの声

の職員間での共有化により、職員の業務改善意識を高めました。 

６－３ 経営戦略機能の強化 

ア 経営会議・ 

  経営アドバ

イザーの活

用 

 
◇経営会議を開催し、予算編成や定員管理といった市政における重要

事項について議論・意思決定を行うとともに、経営アドバイザーか

ら、市政運営に関する客観的かつ専門的な意見をいただきました。

イ 局経営方針

の策定 

 
◇市の行政運営システム間の連携を図ることができるよう、局経営方

針のあり方について引き続き内部検討を進めました。 

ウ 区政運営方

針の策定 

 
◇「区役所改革基本計画」（平成 19 年 12 月策定）に基づき、区役所が

主体的に実施する取組みについての具体的な内容を含め、区政の重

点的な取組みや目標を区ごとに定める「区政運営方針」を平成 20 年

5 月に策定し、その進行管理を行いました。 

６－４ 時代に即応した組織改革 

ア 重要課題に

対応する戦

略的な組織

づくり 

 
◇副市長が中心となって市政の重要課題について検討し、トップマネ

ジメント体制の強化に努めました。 

イ 団塊の世代

の大量退職

に対応した

組織の見直

し 

 
◇効率的・効果的な行政運営をめざして、引き続き行政組織の見直し

を進め、役割や機能の低下した組織について廃止しました。 

ウ 区単位の事

務所等のあ

り方の検討 

 
◇平成 21 年 1 月に「新たな区役所改革計画案の骨子」を策定し、区役

所と区ごとに設置している事務所等との連携強化を検討しました。
 

◇上下水道局のお客さま受付センター「名水ダイヤル」の稼動を踏ま

え、区ごとに設置している営業所のあり方と機能、役割について引

き続き検討しました。また、配水事務所・管路事務所の所管区域の

見直しや統合の推進などについて検討しました。 



 11

エ 審議会の 

  見直し 

 
◇１審議会を廃止したほか、「名古屋市審議会の委員の選任に関する要

綱」に基づき、審議会の適切な運営に努めました。 

オ 市立病院に

おける地方

公営企業法

の全部適用

の実施 

 
◇平成 20 年度から市立病院に地方公営企業法の全部適用を実施し、病

院局を設置しました。 

６－５ 市民に信頼される市役所づくり 

ア 職員の倫理

意識の向上 

 
◇倫理審査会による審査や、階層別倫理研修を始めとしたコンプライ

アンスに関する研修などにより、職員の倫理意識の高揚を図りまし

た。 
 
◇「職場風土改革月間」の取組みを通じて、引き続き職員一人ひとり

の公務員倫理とコンプライアンス意識の高揚を図るとともに、仕事

に対する誇りと使命感を共有できる自律性の高い職場風土づくりに

努めました。 

イ 法令遵守の

徹底 

 

◇適正職務サポート制度について利用しやすくするための改善を行う

とともに、その適切な運営を通じ公平・公正かつ適正な職務執行の

確保を図りました。 

ウ 契約事務の 

改善 

 
◇平成18年度に導入した総合評価落札方式による入札の試行をさらに

拡大し、試行結果の検証を行いました。 

◇建築物清掃・警備委託業務についての契約事務を、財政局で一元的

に実施することとしました。 
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Ⅲ 成果目標 

計画を着実に実行するため、次の事項については、成果目標を掲げて積極的に取 

組みました。 

１．市民ニーズをしっかりと把握します。 

（１）ホームページの総アクセス件数（17 年度：2,637 万件） 

【目標】平成 22 年度時点 6,000 万件 

【結果】平成 20 年度現在 3,987 万件 
 

２．市民の皆様とともに市政をすすめます。 

（２）公募制を導入している審議会数（17 年度：4 審議会） 

  【目標】平成 22 年度時点 20 審議会 

  【結果】平成 20 年度現在 19 審議会 
 
（３）市内に主たる住所のあるＮＰＯ法人数（17 年度：457 団体） 

【目標】平成 22 年度時点 700 団体 

  【結果】平成 20 年度現在 621 団体 
 
３．行政評価を行い、市政を点検します。 

※数値は平成 22 年度当初までの目標 

（４）行政評価（17 年度事務事業数：1,900） 

  【目標】平成 22 年度時点 全事務事業の 10％以上をシフト   

【結果】平成 21 年度現在 予算反映で 11.3％（215 事業）をシフト 
 

４．低コストで良質なサービスを提供します。 

※数値は平成 22 年度当初までの目標 

（５）職員数（17 年度：29,596 人） 

  【目標】平成 22 年度時点 2,300 人（7.8％）以上純減 

【結果】平成 21 年度現在 2,538 人（8.6％）純減（21 年度：27,058 人） 
 

（６）外郭団体の常勤役員数の削減（17 年 4 月 1 日：124 人）） 

  【目標】平成 22 年度時点 13 人（10％）削減 

【結果】平成 21 年度現在 常勤役員数 23 人（18.5％）削減 

（21 年 4 月 1 日：101 人） 
 

（７）外郭団体の常勤職員数の削減（17 年 4 月 1 日：4,275 人） 

  【目標】平成 22 年度時点 214 人（5％）削減 

【結果】平成 21 年度現在 常勤職員数 580 人（13.6％）削減 

（21 年 4 月 1 日：3,695 人）  
（８）外郭団体へ経常的な委託料及び補助金を削減（17 年度当初予算：449 億円）

  【目標】平成 22 年度時点 45 億円（10％）削減 

  【結果】平成 21 年度現在 36 億円（8.0％）削減 

（21 年度当初予算：413 億円）          
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５．迅速で便利なサービスを提供します。  

（９）電子申請システムの利用率(17 年度未実施) 

【目標】平成 22 年度時点 50％ 

【結果】平成 20 年度現在 39.7％ 

（１０）市税電子申告システムの利用率（18 年 1 月～3 月：0.1％） 

  【目標】平成 22 年度時点 50％ 

  【結果】平成 20 年度現在 25.7％ 

（１１）電子市役所の推進に必要な電子情報の保護対策としてのセキュリティ向上

研修の修了所属数の割合（17 年度：21％） 

【目標】平成 22 年度時点 100％ 

  【結果】平成 20 年度現在 90.3％       

 

 

 


